
一
頁

政
令
第
二
百
八
十
八
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
、
第
三
十
一
条
の
二
、
第
五
十
七
条
第
一
項

、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
十
八
号
中
「
同
表
第
二
号
３
の
３
」
の
下
に
「
、

の
２
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は

の
２
」
を
「
、

の
２
か

11

19

18

ら

の
４
ま
で
、

の
２
か
ら

の
４
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
若
し
く
は

の
２
」
に
改
め
、
「
同
号
３
の
３
」
の

18

19

19

22

22

33

下
に
「
、

の
２
」
を
加
え
る
。

11

第
十
八
条
中
第
十
四
号
の
十
二
を
第
十
四
号
の
十
三
と
し
、
第
十
四
号
の
十
一
を
第
十
四
号
の
十
二
と
し
、
第
十
四
号
の
十

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四
の
十
一

ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）

第
二
十
一
条
第
七
号
中
「
同
号
３
の
３
」
の
下
に
「
、

の
２
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は

の
２
」
を
「
、

の
２
か
ら

11

19

18

18

の
４
ま
で
、

の
２
か
ら

の
４
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
若
し
く
は

の
２
」
に
改
め
る
。

19

19

22

22

33



二
頁

第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
同
号
３
の
３
」
の
下
に
「
、

の
２
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は

の
２
」
を
「
、

の
２

11

19

18

か
ら

の
４
ま
で
、

の
２
か
ら

の
４
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
若
し
く
は

の
２
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

18

19

19

22

22

33

第
十
五
号
の
二
」
の
下
に
「
か
ら
第
十
五
号
の
四
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
五
号
の
三
を
第
十
五
号
の
五
と
し
、
第
十
五

号
の
二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
五
の
三

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

十
五
の
四

ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）

別
表
第
三
第
二
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

の
２

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

11
別
表
第
三
第
二
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18

の
２

四
塩
化
炭
素

18
の
３

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

18
の
４

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）

18
別
表
第
三
第
二
号
中

の
３
を

の
５
と
し
、

の
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

19

19



三
頁

の
３

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

19
の
４

ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）

19
別
表
第
三
第
二
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

22

の
２

ス
チ
レ
ン

22
の
３

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）

22
の
４

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

22
の
５

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

22
別
表
第
三
第
二
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

33

の
２

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

33
別
表
第
六
の
二
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四

削
除

別
表
第
六
の
二
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
三

削
除



四
頁

別
表
第
六
の
二
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
六
及
び
二
十
七

削
除

別
表
第
六
の
二
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
九

削
除

別
表
第
六
の
二
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
一
か
ら
三
十
三
ま
で

削
除

別
表
第
六
の
二
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
六

削
除

別
表
第
六
の
二
第
四
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
三

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



五
頁

（
経
過
措
置
）

第
二
条

事
業
者
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
十
八
号
に
掲
げ
る
作
業

（
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
十
八
号
及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
作
業

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
作
業
の
作
業
主
任
者
を

選
任
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三
条

次
に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
四

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

新
令
第
十
八
条
第
十
四
号
の
十
一
に
掲
げ
る
物

二

新
令
第
十
八
条
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
物
で
、
前
号
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
も
の

第
四
条

事
業
者
は
、
新
令
第
二
十
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
作
業
場
（
旧
令
第
二
十
一
条
第
七
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
作
業

場
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
作
業
環
境
測
定
を
行
う
こ

と
を
要
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）



六
頁

第
五
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



七
頁

理

由

労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）
を

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
作
業
環
境
測
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。


